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京都市職員の勤務時間等に関する規程の一部を次のように改正する。 

平成２８年３月３１日 
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 別表保健福祉局の款子育て支援部の項児童福祉センターの目を次のように改める。 
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午前８時３０分から午後５時１５

分まで 
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別表保健福祉局の款子育て支援部の項保育課の目を削る。 

別表建設局の款及び左京区役所の款を次のように改める。 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成２８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この訓令の施行の日前から引き続く勤務に関するこの訓令による改正後の京都市職員

の勤務時間等に関する規程の規定の適用については，なお従前の例による。 

（行財政局人事部給与課） 


